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第１ 目的及び趣旨 

  我が国の農業は、農業従事者の減少や高齢化、農業所得の減少等、大変厳しい状況に

ある。このような状況の中、我が国の食料自給率の向上を図るとともに、食料の安全保

障を強化し、農業の有する多面的機能が将来にわたって発揮されるためには、担い手へ

の農地集積の加速化や農業の高付加価値化の推進等により、競争力ある「攻めの農業」

を展開し、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整えることが必要である。 

このためには、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備を行い、農地中間管理機構（以

下「機構」という。）による担い手への農地集積・集約化を推進するとともに、稲作等

から野菜・果樹等の高収益作物への転換、麦・大豆等の輸入依存作物の増産、先進的な

営農体系の導入、地域特産物等の病害虫対策等を推進することが重要である。 

このため、本事業により、既に区画が整備されている農地の畦畔除去等による区画拡

大や暗渠排水整備について、農業者の自力施工も活用し、迅速に推進するなど、耕作条

件の改善を機動的に実施し、地域計画（農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65

号）第 19条に規定する地域計画をいう。以下同じ。）の実現に向け、機構による担い手

への農地集積・集約化の加速についての支援を行う。また、畑作物を含めた高収益作物

への転換を強力に推進し、スマート農業を推進するため、計画策定から営農定着に必要

な取組をハード事業とソフト事業の両面から支援する。さらに、病害虫のまん延のおそ

れのある地域において、その予防やまん延防止に資する基盤整備を支援する。こうした

対策等によって農業競争力の強化を図ることとする。 

 

第２ 定義 

本事業に係る次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 

１ ハード事業 別表の種別の欄のハードに掲げるものをいう。 

２ ソフト事業 別表の種別の欄のソフトに掲げるものをいう。 

３ 定額助成 別表の区分の欄の１に掲げるものをいう。 

４ 定率助成 別表の区分の欄の２に掲げるものをいう。 

５ 担い手 地域計画のうち目標地図（農業経営基盤強化促進法第 19 条第３項の地図

をいう。）に位置付けられた者であって、 次に定める基準のいずれかを満たす経営体

をいう。 

ただし、生産緑地法（昭和 49 年法律第 68号）第３条第１項に基づく生産緑地地区

又は都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第７条に基づく市街化調整区域のうち地方



公共団体の条例等により農用地の適正な保全が図られている区域（以下「生産緑地地

区等」という。）で実施する場合は、その限りでない。 

なお、目標地図に位置付けられた者には、原子力被災 12 市町村（東日本大震災に伴

い発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響により、避難区域や作

付制限区域等が設定された福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡

町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村をいう。以下同じ。）及び

令和６年能登半島地震の被災市町（石川県七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町

及び能登町に限る。以下同じ。）にあっては、実質化された人・農地プラン（人・農

地プランの具体的な進め方について（令和元年６月 26 日付け元経営第 494 号農林水

産省経営局長通知）２の（１）の実質化された人・農地プランをいう。以下同じ。）

に位置付けられた中心経営体を含むものとする。 

（１）認定農業者（農業経営基盤強化促進法第 12条第１項に基づき、市町村から農業経

営改善計画の認定を受けた経営体又は農業経営基盤強化促進法第 23 条第４項に規

定する特定農業法人をいう。）であること。 

（２）認定新規就農者（農業経営基盤強化促進法第 14条の４に基づき、市町村から青年

等就農計画の認定を受けた経営体をいう。）であること。 

（３）集落営農組織（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法

律（平成 18 年法律第 88号）第２条第４項第１号ハに定める組織をいう。）である

こと。 

（４）市町村基本構想水準到達者（年間農業所得、営農類型、経営規模等から判断して

市町村基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をい

う。）における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達しているとみなせる

経営体をいう。以下同じ。）であること。 

（５）その他担い手として育成すべきであると市町村長が認めた者であること。この場

合、地域の農業の担い手に係る基準が定められなければならない。 

６ 高収益作物 主食用米（備蓄用米を含む。）並びに経営所得安定対策等実施要綱（平

成 23年４月１日付け 22経営第 7133号農林水産事務次官依命通知）Ⅳ第１の１（２）

の畑作物の直接支払交付金、Ⅳ第２の１（６）①の戦略作物助成及び砂糖及びでん粉

の価格調整に関する法律（昭和 40 年法律第 109号）第２条の対象作物以外の作物であ

って、主食用米よりも面積当たりの収益性の高いものをいう。 

 

第３ 事業の内容 

本事業による交付金の交付対象事業の内容は、別表の事業種類の欄に応じて定めるも

のとする。 

 

第４ 事業の実施区域 

１ 事業の実施区域は２から４までに定める場合を除き、原則として、農業振興地域の

整備に関する法律（昭和 44年法律第 58 号）第８条第２項第１号に規定する農用地区

域のうち、地域計画を策定した区域（以下「地域計画策定区域」という。）とする。

ただし、次に掲げる区域で行うものについては、この限りでない。 

（１）生産緑地地区等であって次に掲げる条件のいずれかを満たす区域 

ア 生産した農産物を直売所等で販売することにより、地元での消費の促進に寄与



しているような農地が受益地内にあること。  

イ 市民農園等、都市住民が農作業を体験できる農地が受益地内にあること。  

ウ 防災協力農地等、防災機能の発揮に向けた取組が行われている農地が受益地内

にあること。 

（２）原子力被災 12 市町村及び令和６年能登半島地震の被災市町のうち実質化された

人・農地プランの対象地域 

２ 地域特産物等の病害虫の発生予防・まん延防止に資する土層改良、排水対策等（以

下「病害虫対策」という。）を実施する事業の実施区域は、植物防疫法（昭和 25 年法

律第 151号）第 31 条の規定に基づく発生予察事業による病害虫に係る警報、注意報又

は特殊報が発表された地域の農地とする。 

３ 水田貯留機能の向上に向けた整備等（以下「水田貯留機能向上支援」という。）を

実施する事業の実施区域は、１又は２に定める区域のうち、以下に掲げるいずれかの

流域治水対策を実施する区域であるものとする。 

（１）流域治水プロジェクト（次に掲げる通知に基づき策定・公表又は推進する「流域

治水プロジェクト」をいう。）が策定若しくは改定された水系又は事業実施年度

中に策定若しくは改定される見込みの水系で実施するもの 

ア 流域治水プロジェクトの推進について（令和２年６月 10日付け国水河計第 16

号・国水環第 26号・国水治第 30 号・国水下事第 19号・国水下流第 12 号国土

交通省水管理・国土保全局河川計画課長・河川環境課長・治水課長・下水道部

下水道事業課長・流域管理官連名通知） 

イ 二級水系における流域治水プロジェクトの推進について（令和２年 10 月 27

日付け国水河計第 39 号・国水環第 61号・国水治第 85 号・国水下事第 38号・

国水下流第 26号国土交通省水管理・国土保全局河川計画課長・河川環境課長・

治水課長・下水道部下水道事業課長・流域管理官連名通知） 

（２）治水協定（既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針（令和元年 12月 12

日既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議決定）に基づき締結される協定

をいう。）の締結が完了している水系又は事業実施年度中に締結される見込みの

水系で実施するもの 

（３）地方公共団体が策定若しくは締結する防災に係る計画若しくは協定に位置付けら

れたもの又は事業実施年度中に位置付けられる見込みのもの 

４ 多様で持続的かつ計画的な農地利用に向けた用地整備等（以下「土地利用調整支

援」という。）を実施する事業の実施区域は、１又は２に定める区域及び当該区域と

一体的に農地として利用されている周辺区域とする。 

５ ソフト事業については原則としてハード事業の受益地内を事業の実施区域とする。

ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次に定める区域を事業の実施区域とすることが

できる。 

（１）国費が投じられている別の事業（以下「関連事業」という。）の受益地内にハー

ド事業の受益地がある場合は、関連事業の受益地内 

（２）水田貯留機能向上支援を実施する場合は、３に定める区域内 

 

第５ 事業実施主体 

本事業の実施主体は、次のとおりとする。 



１ 農地中間管理機構 

２ 都道府県 

３ 市町村 

４ 土地改良区、土地改良区連合、土地改良施設を管理している認可地縁団体及び一般

社団法人、農業協同組合その他の農業者等の組織する団体であって、農村振興局長が

別に定めるもの（以下「農業者団体」という。） 

５ 農業法人その他の団体であって、農村振興局長が別に定めるもの（以下「農業法人

等」という。） 

 

第６ 採択要件 

１ 本事業の実施に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

（１）第７の１の機構との連携概要を作成し、機構との連携を行うこと。ただし、次に

掲げる事業はこの限りではない。 

ア 病害虫対策又は水田貯留機能向上支援のみを実施する事業 

イ 生産緑地等において実施する事業 

（２）第７の２の農地耕作条件改善計画を作成していること。 

（３）１地区当たりの事業費（ハード事業の事業費をいう。）の合計が 200万円以上と

なること。 

（４）１地区当たりの受益者数が、農業者２者以上であること。 

２ 高収益作物転換等支援（定額助成の事業種類の欄の（10）に掲げる内容のもの並び

に定率助成の事業種類の欄の（12）、(16）及び（17）に掲げる内容のものをいう。以

下同じ。）を実施する場合は、ハード事業の受益地内の作付面積のうち１／４以上を

新たに高収益作物に転換すること。 

３ スマート農業導入支援（定率助成の事業種類の欄の（13）に掲げる内容のものをい

う。以下同じ。）を実施する場合は、次のとおりとする。 

（１）国費が投じられている基盤整備事業と一体的に実施するものであること。 

（２）先進的省力化技術導入支援（定率助成の事業種類の欄の（13）イに掲げる内容の

ものをいう。）を実施する場合は、生産方式革新実施計画（農業の生産性の向上の

ためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律（令和６年法律第 63号）第７条

に規定する生産方式革新実施計画をいう。）の認定を受けていること。 

４ 定率助成の事業種類の欄の（３）により共同利用機器の導入を実施する場合には、

国費が投じられている基盤整備事業と一体的に行うこと。 

５ 機構集積推進費（定率助成の事業種類の欄の（15）に掲げる内容のものをいう。以

下同じ。）の交付を受けようとする場合には、第７の２の（８）の機構集積推進実施

計画を作成することに加えて、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。なお、経

営転換協力金交付事業と重複して交付を受けることはできない。 

（１）ハード事業のうち定率助成の対象となる全ての農用地（以下「事業対象農用地」

という。）について、機構が農地中間管理権若しくは所有権を有すること又は農業

の経営若しくは農作業（以下「農業経営等」という。）の委託を受けていること。 

（２）事業対象農用地（機構が農地中間管理権を有する、又は、農業経営等の委託を受

けているものに限る。）について機構が本事業の申請日において有する農地中間管



理権の全ての存続期間若しくは残存期間又は当該申請日において委託を受けてい

る農業経営等の全てにかかる委託の期間が 15年以上であること。 

（３）事業対象農用地は、５ヘクタール未満かつ地域計画内において担い手に集積し国

費が投じられている基盤整備事業を実施している農地面積の３分の１以下となる

こと。 

（４）事業完了後３年以内に、事業対象農用地の全てが担い手に集積されること。 

（５）事業完了後３年以内に、本事業の実施後における未整備農地及び地域計画内の国

費が投じられている基盤整備事業を実施している農地の収益性が、本事業の実施

前における未整備農地及び地域計画内の国費が投じられている基盤整備事業の実

施前の農地の収益性に対し、20 パーセント以上向上すること。ただし、収益性の

向上に係る要件の細目については、次のいずれかを満たすこととする。 

ア 販売額が 20パーセント以上向上することが見込まれること。 

イ 生産コストが 20 パーセント以上削減され、かつ、次のいずれかを満たすこと。 

（ア）米の生産コストが 60キログラム当たりおおむね 9,600 円を下回ることが見

込まれること。 

（イ）作物生産額（主食用米を除く。以下同じ。）に占める高収益作物の割合が

おおむね８割以上となり、かつ、高収益作物に係る作物生産額がおおむね 10

パーセント以上増加することが見込まれること、又は、作物生産額に占める

高収益作物の割合がおおむね５割以上となり、かつ、高収益作物に係る作物

生産額がおおむね 50 パーセント以上増加することが見込まれること。 

（ウ）受益面積の３割以上の作付けを麦・大豆等の畑作物（経営所得安定対策等

実施要綱（平成 23 年４月１日付け 22経営第 7133 号農林水産事務次官依命通

知）の別紙２に規定する畑作物をいう。以下同じ。）に転換し、かつ、当該

作物の面積当たりの収量が 20 パーセント以上向上すること。 

６ 高収益作物導入促進費（定率助成の事業種類の欄の（16）に掲げる内容のものをい

う。以下同じ。）の交付を受けようとする場合には、第７の２の（２）の高収益作物

転換促進計画に定める目標年度において、受益面積に占める高収益作物への転換面積

の割合が 30％以上となること。 

７ 高収益作物導入推進費（定率助成の事業種類の欄の（17）に掲げる内容のものをい

う。以下同じ。）の交付を受けようとする場合には、交付を受ける対象農地が、事業

実施後に水田活用の直接支払交付金の対象とならない農地となること。 

８ 機構集積推進費、高収益作物導入促進費及び高収益作物導入推進費については、重

複して交付を受けることはできない。 

 

第７ 計画の作成 

１ 本事業を実施しようとする者は、農村振興局長が別に定めるところにより、機構を

活用した農地集積の計画等を記載した機構との連携概要を作成するものとする。ただ

し、次に掲げる事業はこの限りではない。 

（１）病害虫対策又は水田貯留機能向上支援のみを実施する事業 

（２）生産緑地等において実施する事業  

２ 本事業を実施しようとする者は、農村振興局長が別に定めるところにより、農地耕

作条件改善計画を地区ごとに作成するものとする。なお、次に定める場合は、本計画



の附帯計画を作成するものとする。 

（１）（２）～（６）に該当しない内容を実施する場合は、附帯計画として地域内農地

集積促進計画を作成するものとする。 

（２）高収益作物転換等支援又は高収益作物への転換に向けた整備等を実施する場合は、

附帯計画として、高収益作物転換促進計画を作成するものとする。 

（３）スマート農業導入支援又はスマート農業導入に向けた整備等を実施する場合は、

附帯計画として、スマート農業導入推進計画を作成するものとする。 

（４）病害虫対策を実施する場合は、附帯計画として、病害虫対策計画を作成するもの

とする。 

（５）水田貯留機能向上支援を実施する場合は、附帯計画として、水田貯留機能向上計

画を作成するものとする。 

（６）土地利用調整支援を実施する場合は、附帯計画として、土地利用調整計画を作成

するものとする。 

（７）定率助成の事業種類の欄の（３）又は（９）により共同利用機器の導入を実施す

る場合は、附帯計画として共同利用機器導入計画を作成するものとする。 

（８）機構集積推進費の交付を受けようとする場合は、農村振興局長が別に定めるとこ

ろにより、機構集積推進実施計画を作成するものとする。 

 

第８ 事業の申請等 

１ 事業採択の申請については、以下のとおりとする。 

（１）機構が事業実施主体となる場合 

機構の代表者は、都道府県が指定する期日までに、第７により作成した計画（以

下「事業計画等」という。）を都道府県知事に提出し、都道府県知事はこれを確認

の上、農村振興局長が別に定めるところにより、地方農政局長等（北海道にあって

は農村振興局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあ

っては地方農政局長をいう。以下同じ。）に事業採択申請書及び事業計画等（以下

「採択申請書等」という。）を提出するものとする。 

また、機構の代表者は、別に定めるところにより、採択申請書等を地方農政局長

等に直接提出することもできることとし、採択申請書等を地方農政局長等に直接提

出した場合には、遅滞なく都道府県知事に当該採択申請書等の写しを送付するもの

とする。 

（２）都道府県が事業実施主体となる場合 

都道府県知事は、採択申請書等を地方農政局長等に提出するものとする。 

（３）市町村、農業者団体又は農業法人等が事業実施主体となる場合 

市町村長、農業者団体又は農業法人等は、機構又は都道府県が指定する期日まで

に、事業計画等を機構の代表者又は都道府県知事に提出し、機構の代表者又は都道

府県知事はこれを確認の上、農村振興局長が別に定めるところにより、地方農政局

長等に採択申請書等を提出するものとする。機構の代表者は、採択申請書等を地方

農政局長等に提出した場合には、遅滞なく都道府県知事に当該採択申請書等の写し

を送付するものとする。 

２ 地方農政局長等は、１により提出された採択申請書等を審査の上、適当であると認

めるときは、事業の採択を決定し、機構の代表者又は都道府県知事に事業採択通知書



を交付するものとする。機構の代表者は、事業採択通知書が交付された場合には、遅

滞なく都道府県知事に当該事業採択通知書の写しを送付するものとする。 

３ 機構の代表者は、２の事業採択通知書の交付を受けたときは、速やかに１の（３）

による申請を行った市町村長、農業者団体又は農業法人等にその旨を通知するものと

する。 

また、都道府県知事は、２の事業採択通知書の交付を受けたときは、速やかに１の

（１）及び（３）による申請を行った機構の代表者、市町村長、農業者団体又は農業

法人等にその旨を通知するものとする。 

４ ２により採択された事業に係る事業計画等について、農村振興局長が別に定める重

要な変更が生じた場合には、１の手続に準じて、変更した事業計画等の報告を行うも

のとする。 

 

第９ 事業達成状況の報告 

 １ 第５の事業実施主体は、事業の完了後（機構集積推進費の交付を受ける場合は、事

業完了後から事業対象農用地の全てが担い手に集積されるまでの毎年度）、農村振興

局長が別に定めるところにより、本事業の事業達成状況を速やかに取りまとめ、報告

するものとする。なお、農業耕作条件改善事業計画の附帯計画である地域内農地集積

促進計画及び高収益作物転換促進計画を作成している場合については、目標年度にそ

の事業達成状況を取りまとめ、翌年度の９月末日までに報告するものとする。 

２ 地方農政局長等は達成状況が十分でないと認めるときは、事業実施主体に対し、改

善措置を講じるよう指導できるものとし、指導を受けた事業実施主体は農村振興局長

が別に定めるところにより、改善計画を提出するとともに、改善計画の目標年度まで

の毎年度、その事業達成状況をとりまとめ、翌年度の９月末日までに地方農政局長等

に報告するものとする。 

３ １の事業達成状況の報告並びに２の改善計画の提出及びその事業達成状況の報告に

ついては、以下のとおりとする。 

（１）機構が事業実施主体となる場合 

機構の代表者は、第８の２により採択された事業について、事業達成状況を取り

まとめたときは、当該事業達成状況を都道府県知事に報告し、都道府県知事はこれ

を確認の上、地方農政局長等に事業達成状況報告書を提出するものとする。 

なお、機構の代表者は、第８の２により採択された事業について、第８の１によ

り採択申請書等を地方農政局長等に直接提出した場合には、事業達成状況報告書を

地方農政局長等に直接提出することとし、事業達成状況報告書を地方農政局長等に

直接提出した場合には、遅滞なく都道府県知事に当該事業達成状況報告書の写しを

送付するものとする。 

（２）都道府県が事業実施主体となる場合 

都道府県知事は、第８の２により採択された事業について、事業達成状況を取り

まとめたときは、地方農政局長等に事業達成状況報告書を提出するものとする。 

（３）市町村、農業者団体又は農業法人等が事業実施主体となる場合 

市町村長、農業者団体又は農業法人等は、第８の２により採択された事業につい

て、事業達成状況を取りまとめたときは、事業達成状況を機構の代表者又は都道府

県知事に報告し、機構の代表者又は都道府県知事はこれを確認の上、地方農政局長



等に事業達成状況報告書を提出するものとする。機構の代表者は、事業達成状況報

告書を地方農政局長等に提出した場合には、遅滞なく都道府県知事に当該事業達成

状況報告書の写しを送付するものとする。 

（４）改善計画の提出及びその事業達成状況の報告については、（１）から（３）まで

の手続に準じるものとする。 

 

第 10 助成 

国は、予算の範囲内において、本事業に必要となる経費について、次に掲げる区分に

応じて定める額を、別に定めるところにより、交付対象事業者に助成するものとする。 

１ 定額助成に係るもの 

別表の事業種類の欄に掲げる事業種類の区分に応じ、当該事業種類に係る事業の受

益面積（施工対象の耕地面積）、施工延長、施工箇所、実施年数又は地方農政局長等

が特に必要と認めた事業内容に応じて設定するものに農村振興局長が別に定める助成

単価を乗じた額の合計 

２ 定率助成に係るもの 

事業費（本事業に要する費用のうち農村振興局長が別に定める経費の総額）に別に

定める交付率を乗じた額 

 

第 11 その他 

本事業のうち、土地改良事業として申請すべき事業の要件に該当する場合については、

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）に基づき実施するものとする。 

 

第 12 委任 

本事業の実施に当たっては、この要綱に定めるもののほか、農村振興局長が別に定め

るところによるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この通知は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正前の本要綱の第３の２に基づき農地集積推進型として採択された

地区のうち、令和３年度以降も実施する必要がある地区については、なお従前の例によ

る。 

 

附 則 

この通知は、令和３年 12 月 20日から施行する。 

 

附 則 



この通知は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この通知は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正後の本要綱第４の１に規定する事業実施区域について、令和５年

度においては、市町村が工程表（地域計画の策定に取り組む地区の工程表の作成につい

て（令和４年９月 22 日付け４経営第 1531 号農林水産省経営局経営政策課長通知）に基

づく工程表）を作成し、協議の場（農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65 号）

第 18条に規定する協議の場をいう。以下同じ。）の設置を予定している区域及び協議の

場で協議を実施した区域を含み、令和６年度においては、協議の場で協議を実施した区

域を含むことができる。 

３ 附則２に規定する区域で事業を実施する場合、地域計画が策定されるまでの間、毎年

度末までに附則別記様式により地域計画の策定状況について報告するものとする。 

４ 農地集積・集約化等対策事業実施要綱（平成 26 年２月６日付け 25 経営第 3139 号農

林水産事務次官依命通知）の規定に基づき実施している農地整備・集約協力金交付事業

の取扱いについては、この通知の施行後は、この通知による改正後の本要綱に基づくも

のとする。ただし、農地集積・集約化等対策事業実施要綱の規定に基づき令和４年度以

前に採択された事業の事業計画については、この通知による改正前の本要綱に規定する

事業計画と読み替えるものとする。 

５ この通知による改正前の本要綱に基づき、地域内農地集積型、高収益作物転換型、ス

マート農業導入推進型、水田貯留機能向上型及び土地利用調整型として採択された地区

のうち、令和５年度以降も実施する必要がある地区については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この通知は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この通知は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正前の第 17 に基づき令和６年度以前に申請した地区のうち、令和

７年度以降も事業を実施する地区については、第８の申請が行われたものとみなす。 

３ この通知による改正前の本要綱に基づき採択された地区のうち、令和７年度以降に達

成状況を報告する地区については、なお従前の例によることができる。 

４ この通知による改正前の本要綱に基づき採択され、令和７年度以降も実施する地区の

うち、先進的省力化技術導入支援を実施する地区については、第６の３の（２）の規定

は適用しない。 

５ この通知による改正前の本要綱に基づき採択された地区のうち、農地整備・集約推進

費を実施する地区の当該推進費の取扱いについては、なお従前の例による。 

 

 

  



 別表 

区分 事業種類 種別 事業内容 

 
１． 定額 

助成 

 

（１）区画拡大  農用地の区画拡大 

 ア 水路変更なし ハード 畦畔除去、均平作業、勾配修正等による区画拡大 

 イ 水路変更あり ハード 
水路の変更（管水路化等）を伴って行う畦畔除去、均平作業、勾配修正

等による区画拡大 

（２）暗渠排水 ハード 吸水渠（本暗渠管）の間隔が 10m 以下の暗渠排水の新設 

（３）湧水処理 ハード 湧水処理のための暗渠管等の新設 

（４）末端畑地 
かんがい施設 

ハード 末端畑地かんがい施設の新設、廃止又は変更 

（５）客土 ハード 耕土深 15cm 以下の農用地を対象に、層厚 10cm 以上の客土 

（６）除礫 ハード 30mm 以上の石礫を５％以上含む農用地を対象に、深度 30cm 以上の除礫 

（７）更新整備   更新する必要がある用水路等の整備 

 
 
 
 
 
 

ア 用水路 ハード 土水路から W300H300 以上のコンクリート用水路への更新 

イ 排水路 ハード 土水路から W500H500 以上のコンクリート排水路への更新 

ウ 農作業道 ハード 未舗装道から幅４ｍ以上の舗装道への更新 

エ 畦畔 ハード 畦畔の更新 

オ 排水口 ハード 排水口への桝の据付 

カ 特認事業 ハード その他地方農政局長等が特に必要と認めるもの 

（８）畑作転換工   

 
ア 額縁排水溝 ハード 農用地の周囲における排水溝の新設 

イ 酸度矯正 ハード 
酸性の強い水田土壌から小麦・大豆の作付けに適した酸度に調整する

ための酸度調整 

（９）条件改善推進
費  

ソフト 
権利関係（水利権等）・農家意向・農地集積・基盤整備・水利用高度化

の推進等に関する調査・調整（水田貯留機能向上に係る取組下流住民との
実証を含む）、実施計画策定、先進的省力化技術導入、交換分合 

（10）高収益作物 
転換支援 

 高収益作物転換に向けた支援 

 
ア 高収益作物転換

推進費 
ソフト 

高収益作物転換プラン作成、営農定着推進、専門家による技術的な指導
・助言 

 

 
イ 新植・改植等 

支援 
ソフト 

果樹園及び茶園における新植・改植、新植・改植後の未収益期間の幼木
管理、新植・改植後から成園化までの代替農地での営農・技術研修、早期
成園化のための大苗の育苗 

 

 
ウ 園芸作物モデル 

産地形成支援 
ソフト 

産地の合意形成、生産体制の整備、試験栽培の実施、加工適性試験、Ｇ
ＡＰ・トレーサビリティシステムの導入、販路拡大の取組 

 
（11）病害虫対策 ハード 

病害虫発生又はまん延のおそれのある農用地における反転耕（50cm 以
上）、混層耕（耕起深 60cm 以上）、堆肥施用、明渠排水 

 

 

 



区分 事業種類 種別 事業内容 

 
２．定率 

助成 

（１）農業用用排水 
施設 

ハード 農業用用排水（営農用水を含む。）施設の新設、廃止又は変更 

（２）暗渠排水 ハード 暗渠の新設又は変更 

（３）土層改良 ハード 
客土、混層耕、除礫、心土破砕及び土壌改良 
排水改良、石礫除去・破砕、均平の用に供する共同利用機器の導入 

（４）区画整理 ハード 農用地の区画形質の変更 

（５）農作業道等 ハード 農作業道・進入路等の新設、変更 

（６）農地造成 ハード 農用地の造成 

（７）農用地の保全 ハード （１）～（６）以外の農用地の改良又は保全のために必要な事業 

（８）営農環境整備 
支援 

ハード 
用地造成、営農飲雑用水施設・安全施設・農作物被害防止施設の整備、

耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備 

（９）管理省力化 
支援 

ハード 
水管理労力省力化、維持管理労力省力化、除草の用に供する共同利用機

器の導入 

（10）条件改善促進 
支援 

ソフト 
土地利用調整・農用地の利用集積の推進等に関する指導、地形図作成、

農用地等集団化、高付加価値農業施設移転等、農業機械維持補修、導入作
物に応じた支援、情報化施工の活用 

（11）指導 ソフト 
事業実施に関する技術的な指導・助言活動、施工実態の把握、外部監査

等 

（12）高収益作物 
導入支援 

ソフト 
実証展示ほ場の設置・運営、高収益作物の導入及び定着推進、農業機械

・施設リース、農地の良好な生産環境の維持及び条件整備、高付加価値農
業施設の設置及び関連設備の導入に関する支援 

（13）スマート農業 
導入支援 

  

 
ア RTK-GNSS 

基準局整備 
ハード RTK-GNSS 基準局等の新設・更新 

 
イ 先進的省力化 

技術導入支援 
ソフト 

RTK-GNSS 基準局と一体的な自動操舵システム等の先進的省力化技術の
導入 

 
ウ 調査・調整、実施 

計画策定支援 
ソフト アを実施するための権利調整、調査設計、事務手続等の支援 

（14）粗放的農地 
利用整備 

ハード 用地整備、作業道等の設置、土地改良施設の撤去等 

 （15）機構集積 
推進費 

ソフト  要件を満たした未整備農地の整備に対し、推進費を交付 

（16）高収益作物導
入促進費 

ソフト 
ビニルハウス等の施設園芸に必要な施設整備、果樹等の植え付けを行

ったほ場等の高収益作物への転換率に応じ、促進費を交付 

（17）高収益作物導
入推進費 

ソフト 
事業実施後に水田活用の直接支払交付金の対象とならない農地となる

場合、推進費を交付 

※２の定率助成の事業種類の欄の（10）に掲げる事業内容のうち果樹棚の支援及び同欄の（12）に掲げる事業内容

のうち高付加価値農業施設の設置及び関連設備の導入に関する支援については、農業用機械施設補助の整理合理

化について（昭和57年４月５日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知）の基準を適用しないものとする。 

※２の定率助成の事業種類の欄の（12）に掲げる事業内容のうち高付加価値農業施設の設置及び関連設備の導入に

関する支援についての助成は、総事業費の１／２以内とする。 

 

 


